
水産基盤整備事業費用対効果分析の
ガイドラインの改訂について

1

資料５



（1）社会的割引率の設定

2

○令和５年９月『公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）』が改定さ
れた。
・令和５年５月、６月に社会的割引率の設定の在り方について、「公共事業評価手法研究
委員会」において検討を行った。

・検討の結果、従来通り、社会的割引率４％を適用すること、最新の社会情勢等を踏まえ、
比較のために参考とすべき値を設定してもよいこと、参考比較のための値は１％及び２％を
標準とすること、となった。

背景

○ 社会的割引率の取り扱いについて、水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインの
次回改訂時に反映させる。

■水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインへの記載
○国土交通省の『技術指針』の改定を踏襲し、比較のための参考とすべき値を設定してもよい
（その値は１％及び２％とする）旨、追記する。

⇒ 別紙１「ガイドライン」への記載内容案 参照

対応方針

とりまとめ方法



（1）社会的割引率の設定
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公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（国土交通省）



（2）藻場の二酸化炭素固定効果 ①貯留量の算定

○右ガイドブックの公表を受けて、水産基盤整備事業
費用対効果分析のガイドラインにおける藻場の二酸
化炭素固定効果の便益計上方法について、記載内
容を修正する。

4

■ガイドラインへの記載

⇒ 別紙２「ガイドライン」への記載内容案 参照
⇒ 別紙３「参考資料」への記載内容案 参照

対応方針

とりまとめ方法

【課題】
○ブルーカーボンへの社会的関心が高まる中、効果算定のニーズは高いものの、便益算定のた
めの適切な情報が不足している。

【情勢の変化】
○令和５年11月、『海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック（国立研究開発法人水
産研究・教育機構）』により、海草・海藻類によるCO2貯留量算定手法とその考え方が公開さ
れた。

現状の課題と情勢の変化



（2）藻場の二酸化炭素固定効果 ①貯留量の算定
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海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック（国立研究開発法人水産研究・教育機構）



（2）藻場の二酸化炭素固定効果 ①貯留量の算定
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○増殖場等の整備に伴って藻場が創出されることにより、海藻・海草が海水中の二酸化炭素を
固定する効果が期待される。

○本効果は、藻場の種類別の二酸化炭素固定機構に基づいて、海藻・海草類が長期的に固
定する炭素量を対象とし、その総和をもって年間便益額とする。

○しかし、固定機構の概念についてはガイドラインで提示しているものの、一部は検討の余地が
あるものとして、算定範囲としないこととする。

（参考）現行の記載内容
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3) 貨幣換算が不可能な効果の扱い 

貨幣換算が困難な効果については定性的に把握し、その内容を具体的に記述して適切に評価

する。なお、貨幣換算が困難な効果は、今後の科学的知見の進歩により貨幣換算可能な効果と

なる場合があり、その場合には費用便益分析の対象となる。 

 

 

 

(2) 社会的割引率の設定 

社会的割引率は、資本機会費用により設定する考え方に基づき、市場利子率（国債等の実質利

回り等）を参考値として０．０４（４％）とする。 

ただしまた、最新の社会経済情勢等を踏まえ、比較のために参考とすべき値を設定してもよい

（その値は１％及び２％とする）。なお、現在価値化の基準年は、費用対効果分析を行う年とす

る。 

 

(3) 分析対象期間の設定 

1) 考え方 

分析の対象期間は、次の通りとする。 

・施設の建設に要する期間 

・施設を構成する構造物の物理的な耐用年数の期間 

水産基盤整備事業によって整備される施設には、それぞれ建設時期、期間、供用開始の時期

が設定されているので、分析対象期間もそれぞれに設定する。 

また、補修に関する事業における分析対象期間は、当該漁港並びに造成漁場のうち増殖場及

び養殖場で策定される機能保全計画に基づいて設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ－３  分析対象期間 

 

2) 分析対象期間の設定 

分析対象期間に使用する工種別の耐用年数は、次の通りとするが、個別の事情により異なっ

た耐用年数で設計される場合には、その耐用年数を使用する。 

また、補修に関する事業の分析対象期間は機能保全計画の対象期間とする。 

① 漁港関係事業 

イ．漁港整備事業 -------------------------------------------------- ５０年 

ロ．漁港関連道整備事業 -------------------------------------------- ４０年 

② 漁場関係事業 

イ．人工魚礁（沈設魚礁）、投石・増殖基質等 ------------------------ ３０年 

ロ．浮消波堤 ------------------------------------------------------ ２０年 

ハ．その他工種（浮魚礁等）----------------------------------------- １０年 

③ 漁村関係事業 ----------------------------------------------------- 総合耐用年数 

：

：

：

施設建設期間（建設費用の計測はこの期間となる）

完成後から耐用年数の期間
（管理費用等の計測はこの期間となる）

施設の供用期間（便益額の計測はこの期間となる）▲ ●

● ●・・・ここで、

● ●

●

●

施設Ｃ ：

施設Ｄ ：

施設Ａ

●

▲

▲

▲

▲

●・・・・●

●・・●

●・・・・・・●

●・・・●

：

施設Ｂ ：

●

別紙１「ガイドライン」への記載内容案

大橋和平(OHASHIKazuhei)
長方形
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参考－２  費用便益比率、純現在価値、内部収益率の説明 

費用便益比率、純現在価値、内部収益率は、いずれも総費用と総便益を比較するための指標で

ある。以下に各指標の詳細を示す。 

なお、①及び②の総費用、総便益は社会的割引率を用いて現在価値化したものである。 

 

① 費用便益比率（Ｂ／Ｃ） 

総費用（Ｃ）と総便益（Ｂ）の比率であり、Ｂ／Ｃ＞１．０であれば、経済的に評価できる

と考えることになる。この値は、当該事業が単位費用当たり平均的に、どれだけの便益をもた

らしているのかを表現している。 

 

② 純現在価値（Ｂ－Ｃ） 

総費用（Ｃ）と総便益（Ｂ）の差であり、Ｂ－Ｃ＞０であれば、経済的に評価できると考え

ることになる。この値は、当該事業がどれだけの便益をもたらしているのかを直接量として表

現している。 

なお、その便益額を現在価値化しているため表記のような名称となっている。 

 

③ 内部収益率（Ｂ＝Ｃの場合の割引率） 

総費用（Ｃ）と総便益（Ｂ）が等しく（Ｂ＝Ｃ）なる割引率であり、（Ｂ＝Ｃの割引率）＞

（社会的割引率（４％））であれば、経済的に評価できると考えることになる。この値は、当   

該事業がどれだけの割引率まで経済的な評価を受けられるのかを表現している。 

また、割引率が高いということは、分析期間全体の便益（総便益）の中で、相対的に現在及

び近い将来の便益の方が遠い将来の便益よりもウェイトが高いことを示している。更に、建設

資金の回収という見方をすれば、回収期間が短いことを示している。 

 

 

 

 

参考－３  割引率の説明 

（考え方） 

 一般に、今現在の一万円と一年後の一万円を比較したときに、「一年後の一万円より今現在の

一万円の方が価値が高い」ことが認識されている。一年後に、その時の一万円は一万円の価値で

しかないが、今現在の一万円は一万円＋α の価値を有していることになるのである。これはお金

はうまく使われることによってその価値以上の価値を生み出すと考えられるからである。 

銀行の預金、借金を思い浮かべると容易に理解できよう。今の一万円は、一年後に一万円＋ａ

になっているし、２年後には＋ａａに、３年後には＋ａａａになっている。要するに、預金、借

金をする人々は、一年後の一万円、２年後の一万円、３年後の一万円に比べ、現在の一万円は、

各々ａ、ａａ、ａａａ分だけ価値が高いことを認識しているということになる。（例えば、借金

している人は、３年前の一万円に対して一万円＋ａａａを支払うことになる。） 

水産基盤整備事業の費用対効果分析においては、総費用は、建設期間の各年の費用の合計、総

便益は建設終了後耐用年数が到来するまでの各年の便益額の合計である。また、建設期間が長期

におよぶ施設が多く、その耐用年数も 40～50 年と長期間である。 

このため、現在から将来にかけての各年の金額を、そのまま比較したのでは正確ではないこと

になる。すなわち、各年の金額を現在の価値に換算し、その上で比較していかなければならない

のであり、これを、『現在価値化』と呼んでいる。その際、将来の各年の金額を年当たり一定の 

率で割り引く方法が取られており、これを『割引率』と呼んでいる。 
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 なお、水産基盤整備事業における割引率は、従前から社会的割引率として４％を設定しており、

これは他の公共事業における費用対効果分析においても一般的に用いられている値である。ただ

し、最新の社会経済情勢等を踏まえ、参考比較のための値を設定してもよい。その値は１％及び

２％とし、その考え方については「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」

（国土交通省、令和５年９月改定）に記載している。 

 

（現在価値の計算式） 

このような考え方を式で表すと次の通りとなる。 

 

 

参考として、割引率を４％とした場合の金額に乗じる値を下表に示す。 

 

表Ⅱ－４  割引率４％とした場合の現在価値化の計算事例 

ｎ年後 金額にかける値（１／（１＋ｒ）n） 

１ ０．９６２ 

２ ０．９２５ 

３ ０．８８９ 

４ ０．８５５ 

５ ０．８２２ 

１０ ０．６７６ 

２０ ０．４５６ 

３０ ０．３０８ 

４０ ０．２０８ 

５０ ０．１４１ 

 

例えば、１年後、５年後、１０年後の 1万円の現在価値は、それぞれ次の通りとなる。 

○ １年後の１万円の価値 → １００００ × ０．９６２ ＝ ９６２０円 

○ ５年後の１万円の価値 → １００００ × ０．８２２ ＝ ８２２０円 

○１０年後の１万円の価値 → １００００ × ０．６７６ ＝ ６７６０円 

 

 

 

参考－４  便益の計測方法の説明 

本ガイドラインで用いる、便益の計測方法の概要を以下に整理する。 

 

① 費用便益積上法 

（方法の概要） 

漁業者や地域住民、来訪者が、漁港施設など水産基盤施設を利用した時の直接の利用便益を

計測する方法である。この時、利用便益は原則、市場価格で計測する。 

（特 徴） 

利用便益以外の便益や市場価格で計測できない便益は、計測できない。即ち、この手法だけ

ｎ年後の金額（Ａn）の現在価値  ＝  Ａ×１／（１＋ｒ）n
 

 

Ａ＝現時点での金額 

ｒ ＝割引率 
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２－１０  自然環境保全・修復効果 

 

１．基本的考え方 

漁港関係事業による自然環境保全又は修復効果として、①家庭・生産排水処理施設整備や漁港

浄化施設整備による泊地・地先水質の浄化または影響、②廃船・廃油・廃棄物処理施設整備によ

る環境浄化または影響、③自然調和型漁港整備や漁港環境（親水施設や緑化）整備等による新た

な人工的自然環境の創出または影響、④静穏水域の創出等による豊かな生物多様性を担保する生

物環境造創出または影響等が期待される。 

漁場関係事業については、干潟・藻場の造成等による水質浄化や魚礁等の構造物の設置に伴い

増加する生物資源が体内へ物質を取り込むことによる水質浄化等が期待される。 

 

２．便益の計測方法 

(1) 干潟・藻場の増加、浚渫による水質浄化 

干潟や藻場は、水質浄化等の自然環境の保全・修復する機能を持っている。また、漁場環境保

全創造事業、養殖場造成事業による浚渫を実施することで、浚渫土に含まれる有機物等が除去さ

れ、水中に溶出する有機物等が減少し、水質の浄化が期待される。このため、干潟・藻場が増加

する事業や、浚渫の実施による水質浄化効果を便益額として算定する。 

 

 

 

① 藻場・干潟 

以下のような場合においては、有機物が藻場・干潟によって浄化される（水中から除去され

る場合と生物の体内等に取り込まれる場合を含む）ことが期待される。そこで、藻場・干潟に

よって浄化される有機物の量と同等量を処理するのに必要な下水道費用相当額を便益額とする。 

・アサリ増殖場造成事業等で干潟面積や水質浄化機能をもつ動物（アサリ等）、植物（海藻

類・ヨシ等）が増加する場合。 

・その他の地先型増殖場造成事業、広域型増殖場造成事業、コンブ等の海藻類養殖場造成事

業により、水質浄化機能をもつ植物(海藻類、ヨシ等)が増加する場合。 

・漁場保全事業により水質浄化機能をもつ動物(アサリ等)、植物（海藻類・ヨシ等）が増加

する場合。 

 

② 浚渫 

浚渫によって減少する溶出有機物の量と同等量を処理するのに必要な下水道費用相当額を便

益額とする。底質中の有機物の溶出は、生物攪拌等により主に表層の有機物が溶出すると考え

られるため、表層中の有機物に基づいて便益額を算定する。 

なお、浚渫による有機物処理量は以下により求める。 

浚渫面積（㎡）×単位面積当たり年間溶出有機物減少量 

 

(2) 魚礁等の構造物の設置に伴い増加する生物資源が体内へ物質を取り込むことによる水質

浄化 

魚礁等の構造物を海域に設置することで生物の生息環境が新たに創出され、生物資源（海藻草

類、葉上動物、付着生物、底生生物）の生産量が増加する。生物は、生産過程で体内に物質（窒

素、リン等）を取り込むことから水質浄化に寄与している。 

増加する生物資源のうち、現存する生物資源量は一定の期間を経て平衡状態に達し、一定量が

常時環境中に存在し続ける状態となる。これは、生物体内に窒素、リン等の物質を長期的に固

年間便益額（Ｂ）＝ｑｄ×Ｃ  

ｑｄ：干潟・藻場の増加による有機物処理量（ｋｇ） 

Ｃ ：有機物処理量に相当する下水道費用（円／ｋｇ） 

別紙２「ガイドライン」への記載内容案

大橋和平(OHASHIKazuhei)
長方形



41  

定・貯留する状態と捉えられる。 

よって、増加する生物資源の現存量に基づき、生物体に長期的に固定・貯留される物質量（窒

素量）と同等量を処理するのに必要な下水道費用相当額を便益額とする。なお、生物資源の現存

量は、理論上、平衡状態に達した後は増減しないことから、効果計測期間中 1回のみ計上できる

効果である。 

 

 

 

(3) 藻場の二酸化炭素固定効果 

増殖場等の整備に伴って藻場が創出されることにより、海藻・海草が海水中の二酸化炭素を固

定する効果が期待される。 

本効果は、藻場の種類別の二酸化炭素固定機構に基づいて、海藻・海草類が長期的に固定する

炭素量を対象とし、その総和をもって年間便益額とする。 

 

 

 

1)長期間にわたり固定される年間炭素量（K） 

 

1) 堆積貯留量（枯れた海草・海藻が藻場内の海底に堆積し、長期間貯留されるプロセス） 

※アマモ等の地下茎部分は、地上部の枯死後も多年にわたり生育し、さらに、枯死後も底泥中に堆積し、分解されにく

い。また、葉体の難分解部分も、枯死後、底泥中に堆積する。このような堆積分は長期的に炭素を固定すると評価しう

る。 

2) 難分解貯留量（枯れた海草・海藻、その細分化された破片が流出し、長期間二酸化炭素に戻

らない難分解性の細片（粒子状）となり、藻場外の沿岸域に堆積して長期間貯留されるプロ

セス） 

3) 深海貯留量（波浪などでちぎれた海草・海藻が流れ藻となって沖合に流出し、浮力を失って

深海へ沈降し長期間貯留されるプロセス） 

4) ＲＤＯＣ貯留量（海草・海藻が放出する難分解性の溶存態有機炭素が長期間にわたり海水中

に貯留されるプロセス。難分解性の溶存態有機炭素（Refractory Dissolved Organic 

Carbon）の頭文字から RDOC と呼ぶ） 

 

K＝造成藻場面積（面積）×吸収係数（トン CO2/面積/年） 

吸収係数＝CO2隔離量（トン CO2/面積/年）×残存率 

CO2隔離量（トン CO2/面積/年）：海草・海藻が有機炭素化した大気中 CO2量（年間純

一次生産量を CO2として算定した値） 

年間便益額（Ｂ）＝ Ｑ × r × Ｃ 

   Ｑ：魚礁等の構造物の設置により増加する生物資源の現存量（ｋｇ／年） 

   ｒ：生物体の窒素含有率 

   Ｃ：有機物処理量に相当する下水道費用（円／ｋｇ） 

年間便益額（B）＝ Ｋ × Ｐ 

Ｋ：長期間にわたり固定される年間炭素量（トン C）  

Ｐ：CO2 の貨幣価値原単位（円／トン C） 
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残存率：海草・海藻によって隔離された大気中 CO2のうち、分解されずに海中に長期間

貯留される割合 

 

算定に係る考え方及び諸元については、「海草・海藻藻場の CO２貯留量算定ガイドブック

（国立研究開発法人水産研究・教育機構、令和５年 11 月）」を参照できる。最小現存量による

炭素固定量（K1）と堆積による炭素固定量（K2）方法の和である。アマモ場以外は初年度のみ

最小現存量による炭素固定量(K1)が計上されることになる。 

一方、アマモ場の場合、枯死して堆積する分が毎年発生し、積算されることになるため、参

考図に示す式で算定される。 

 

ア．炭素循環の過程で常時生物体に固定・貯留される炭素量（最小現存量：K1） 

一般に藻場は季節的・経年的に消長が見られることから、常時生物体に固定・貯留される

炭素量を計測する方法としては、最も当該藻場の勢力が弱まる時期の最小現存量を対象とし

て計測する。 

K1 ＝  単位面積当たり最小現存量（kg/㎡）×造成藻場面積（㎡）×炭素含有率 

※最小現存量による炭素固定効果は、藻場造成後、初年度のみ計上できる効果である。 

 

イ．堆積物（アマモ地下茎の枯死部分等）として海底に固定される炭素量（堆積：K2） 

アマモ場を対象として便益を算定する場合のみ対象とする項目である。「堆積物」は枯死

した地下茎部分等を示すものとし、葉体部・地下部を含め生きている部分は最小現存量に含

むものとする。 

 

K2 ＝ 単位面積当たり年間平均現存量（kg/㎡）× Ｐ／Ｂ比 × 造成藻場面積  

×炭素含有率×純生産に対する枯死後の堆積量の割合 

※アマモ等の地下茎部分は、地上部の枯死後も残り多年にわたり生育し、さらに、枯死後

も分解されにくく、底泥中で長期的に炭素を固定する。また、葉体部の難分解部分も底

泥中に堆積する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 アマモ場における炭素固定量の算定の考え方 

 

(4)その他の自然環境保全・修復効果 

K2 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 

t=1 t=n t（経過年数） 

累積炭素固定量 

炭素固定量 

Ｋ＝ 
K1＋（n－1）K2 

n （通常：n＝30） 

t=0 
事業実施年 
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漁港関係事業における自然環境保全・修復効果の便益額の算定は下式による。 

 

 
  

年間便益額（Ｂ）＝他の方法で対処した場合のコスト差額を測定 

または、  

一般住民の価値を評価する必要性からＣＶＭによる測定 
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７．藻場の二酸化炭素固定効果 

 

① 基本的な考え方と算定方法 

藻場の種類別の二酸化炭素固定機構に基づいて、海藻・海草類が長期的に固定する以下の要素の

炭素量を便益額算定対象とする。 

 

1) 炭素循環の過程で常時生物体に固定・貯留される炭素量（最小現存量） 

 2) 堆積物（アマモ地下茎等の枯死部分等※）として海底に固定される炭素量（堆積） 

※アマモ等の地下茎部分は、地上部の枯死後も多年にわたり生育し、さらに、枯死後も底泥中に堆積し、分解されにくい。

また、葉体の難分解部分も、枯死後、底泥中に堆積する。このような堆積分は長期的に炭素を固定すると評価しうる。 

3) 対象海域の沖側深所へ移送・固定される炭素量（海洋中深層への流出） 

4) 海藻・海草類が分泌する難分解性の分泌物に含まれる炭素量（分泌物） 

これらの各要素の炭素量について、以下の算定式で算出し、その総和をもって二酸化炭素固定効

果の年間便益額とする。算定に係る諸元については、下表に整理する値を使用する。ただし、現時

点で便益算定方法について検討の余地が残る項目 3)、項目 4)の 2 項目に関しては便益算定対象と

せず、算定方法が確立された時点で、算定対象とする。 

 

1) 最小現存量による固定炭素量（K1） 

一般に藻場は季節的・経年的に消長が見られることから、常時生物体に固定・貯留される炭素

量を計測する指標としては、もっとも当該藻場の勢力が弱まる時期の最小現存量を対象として計

測する。 

 

K1 ＝ 最小現存量 × 炭素含有率 

 

※最小現存量による炭素固定効果は、藻場造成後、初年度のみ計上できる効果である。 

※最小現存量は、現地調査によって得る。なお、海藻種によって、1 年生、多年生があることか

ら、いずれの種を対象とする場合でも、形成されてから数年が経過し、安定して形成される藻場を

調査対象とする。また、評価対象の藻場が、コンブ等の漁獲対象となる種で形成される場合、漁期

終了後の藻場を調査対象とする。 

 ※事前評価の場合、事業実施地区近隣もしくは類似した海域環境条件下で形成されている藻場を調査対

象として最小現存量を得てよい。なお、事業実施地区やその周辺、または類似した海域条件下において安

定して形成されている藻場を対象に調査され、事前評価に必要なデータ（具体的には、評価を行う時点か

ら直近 5 ヵ年程度の間に調査して得られた最小現存量）が蓄積されている場合には、それを使用してよ

い。 

 

 

堆積による固定炭素量（K2） 

アマモ場を対象として便益を算定する場合のみ対象とする項目である。 

「堆積」は、枯死した地下茎部分等を示すものとし、葉体部・地下部を含め生きている部分は

最小現存量に含むものとする。平均現存量は、当該藻場の消長を加味するため、年間数回の調査

（例：四季調査）を実施して現存量を計測し、その平均をとる。 

 

   K2 ＝ 年間の平均現存量（kg/㎡）× Ｐ／Ｂ比 × 造成藻場面積 × 炭素含有率 

       × 純生産に対する枯死後の堆積量の割合 

別紙３「参考資料」への記載内容案

大橋和平(OHASHIKazuhei)
長方形
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※現存量は、年間複数回の現地調査によって得る。現地調査の留意点としては、最小現存量の調査と同様で

ある。 

表 7.1 藻場の炭素固定便益評価に係る計算諸元（暫定） 

 

 

 

 

 

 

注：上記計算諸元は現段階において暫定的な扱いとする。 

 

 

3) 海洋中深層への流出藻体による固定炭素量（K3） 

現時点においては、海洋中深層への流出藻による固定効果の算定方法が確立されていないこと

から、算定範囲としない。今後、海藻流出量の定量的な把握等の調査研究を進め、算定手法の確

立を目指す必要がある。 

 

4) 分泌物（難分解物質）中の固定炭素量（K4） 

下記算定式で算出するものとするが、現時点においては計算に使用する諸元数値の精度等の面

で検討の余地があることから、算定範囲としない。今後、数値の精度向上に向けた調査研究を進

める必要がある。 

    K4 ＝ 生産量 × 総生産量に対する有機物分泌率 × 分泌有機物に対する難分解物率 

 

5) アマモ場における便益の算定例 

アマモ場を計測対象とした場合の便益算定例を以下に示す。年間便益額は、最小現存量による

炭素固定量（K1）と堆積による炭素固定量（K2）の和である。事前評価の場合、便益は、事業実

施年の翌年から発現するものと考え、K1 については初年度のみ計上する。2 年度目以降、K2 分が

積み重なっていくものと考える。なお、アマモ場以外は初年度のみ最小現存量による炭素固定量

(K1)が計上されることになる。 

便益の発現期間は、造成する藻場の施設構造等に応じて設定する物理的な耐用年数の期間とし、

施設整備後は機能維持（安定的な藻場の形成）が図られるよう順応的な管理を行うことを前提と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 アマモ場を計測対象とした場合の便益算定例 

項　　目 アマモ場 ガラモ場
アラメ・
カジメ場

コンブ場 備　　考

数値 0.345 0.367 0.335 0.300

根拠 c c c c

数値 0.16 － － －

根拠 a

文献：
a Calros M. Duarte and J. Cebrian (1996) : The fate of marine autotrophic production. Limnology & Oceanography, 41(8), 1758-1766

c 村岡大祐（2003）：三陸沿岸の藻場における炭素吸収量把握の試み．東北水研ニュース65．

①

②

炭素含有率

純生産に対する枯死後の堆
積量の割合

Ｋ＝ 
K1＋（n－1）K2 

n 

（通常：n＝30） 

K2 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 

t=1 t=n t（経過年数） 

累積炭素固定量 

炭素固定量 

t=0 

事業実施年 
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① ② 貨幣化の原単位（Ｐ）

CO2 の貨幣価値原単位の計測方法としては、「①被害費用に基づく方法」、「②対策費用に基づく方

法」、「③排出権取引価格を用いる方法」等がある。以下に示すとおり、各方法とも、一長一短があ

るが、②では政策的に決定される削減目標や技術革新等の影響を受けやすいこと、③については取

引市場がまだ十分に成熟していないことから、原則として「①被害費用に基づく方法」により計測

した原単位を用いる。 

1) 被害費用に基づく貨幣価値原単位

環境質の悪化による被害を、実際の被害額や、支払い意思額によって把握する方法である。例

えば、CO2 の増加による気候変動に伴うエネルギー需要量への影響（冷房への電力需要の増大等）

や農作物等への影響等から被害額を算定する。「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針

（共通編）」（平成 20 年 6 月、国土交通省）において、諸外国における設定状況、既往研究の状況

等を踏まえ、当面、わが国の公共事業に事業評価に適用する CO2 の貨幣価値原単位は「10,600 円

/t-C」（2006 年価格）と設定されている。 

なお、本原単位を使用するにあたっては、将来的な温暖化の被害を正確に予測することは困難

であることから感度分析を行うことが望ましい。また、本原単位については研究が継続的に実施

されていることから状況に応じて値を見直すことが必要である。特に水産基盤整備事業の評価に

おいては、藻場等が、漁業生産や資源の再生産の場として利用されていること、沿岸域の環境や

生態系保全に重要な役割を果たしていること等を踏まえ、水産基盤整備事業の特性を十分に考慮

して算定した被害額に基づいて原単位を設定する必要がある。よって、今後も、より適切な原単

位を設定するよう調査研究を継続することが重要である。 

2) 対策費用に基づく方法（二酸化炭素排出量削減費用による代替：参考）

企業等が二酸化炭素排出削減にかける費用によって代替する方法である。単位削減量あたりの

費用には、削減方法で差がある。「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の

評価に関する調査研究報告書（ ㈱三菱総合研究所、平成 13 年 11 月）」によると、森林の二酸化

炭素吸収機能を評価する際には、化学的湿式吸着法により火力発電所から発生する CO2を回収し、

排出を削減する費用で代替されている。以下にその費用を示す。 

Ｐ＝12,704 円/t-CO2＝46,581 円/t-C 

政策的に決定される削減目標による規制圧力や対策技術の革新等、代替財となる対策費用の水

準が外部環境の変化に影響を受けやすいことから、公共事業の評価に適用することの妥当性につ

いて懸念が残る。 

3) 排出権取引価格を用いる方法（参考）

排出権枠は政府等の規制で削減目標として企業に割り当てられる。省エネ活動や新技術の開発

といった企業努力で枠を下回る排出量を実現できた場合は、余った枠をほかの企業に売ることが

できる。 

わが国でも平成 19 年度から環境省で「自主参加型国内排出量取引制度」が開始される。平成 20

年度以降、制度が運用されて具体的な市場価格が形成されることから、貨幣化の原単位として使

用可能である。 

ただし、先行するＥＵ等でも排出権取引市場はまだ十分に成熟していないとの評価が下されて

いる段階であり、そうした市場での価格水準が公共事業の評価に適用することの妥当性について

懸念が残る。 
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